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MONTHLY  TOPICSマンスリートピックス

協力隊Diary  ～地域おこし協力隊活動紹介～
図書館からのお知らせ

図書館だより町立図書館　　　　 ☎ 41-1900　FAX 44-5661
金ケ崎町西根西地蔵野 5　開館時間：10：00 ～ 19：00

※開館日・時間変更の場合あり

子育て支援課からのお知らせ

子育て広場子育て支援課　　 　　 ☎ 44-4611　FAX 47-3413
金ケ崎町西根鑓水 53　     　 

information
■こどもおはなし会
　テーマ「おとうさん」
　▶開催日　６月 27 日㈯
　▶時間　午前 10 時 30 分～
　▶場所　町立図書館　おはなしコーナー
■児童企画展
　「のぞいてみよう！自然のすがた」
　▶期間　５月 30 日㈯～８月 27 日㈭まで
　▶場所　展示コーナー
■各コーナー展示も展開中！
　一般「2026 年本屋大賞」
　大賞は、朝井リョウさん「イン・ザ・メガチャーチ」
　児童「おすすめコーナー」
　テーマは、「多様性ってなに？
　～みんなが自分らしくいるために～」
■６月移動図書館車「まなびぃ号」
　17 日㈬新田小沢商店前▶阿部農園前▶百岡公民館
　18 日㈭一の台▶瘤木公民館▶東町公民館
■６月の休館日　毎週月曜日、30 日㈫

　こんにちは、かりんです！最近私のことを認知してくれている方々が増えたこ
とを感じ、広報を「見てるよ」と声をかけていただく機会も多くなりました。そ
の一つひとつがとても励みになっています。
　4 月 17 日に開催した“しゃべって未来ん＃７”は笑顔が広がり、和やかな雰
囲気に包まれました。今回はスピーチ後にアイスブレイクとして、スピーカーの
高校生が主催となり、カードゲームを行いました。いくつになってもカードゲー
ムは楽しめるという新たな気づきもあり、高校生を含めた異世代交流はなかなか
ない機会で楽しいものです。参加者からは「気になっていた施設で話を聞けて、
２度おいしかった！」「いろんな人の話が聞ける、素敵な人がたくさんいた」と
いう声も寄せられ、交流の広がりを感じられる時間となりました。

　また、『Kakera―かけらー（私が作成している不定期のフリーペーパー）』の
３号発行しました！町内での出来事や気づき、イベントや人の紹介などを記載し
ています。私と町民の皆さんをつなぐ“交換ノートのようなコミュニティ誌”を
目指しています。手に取ってくださった方からは「細かいとこまで書かれていて
面白い」といった声をいただいています。『Kakera―かけらー』は各地区センター、
金ケ崎駅、その他町内の店舗等に設置していますので、ぜひ手に取ってみてくだ
さい！【予告】６月 21 日㈰してみたいフェスにて協力隊ブースを出展させてい
ただきます！そこで皆さんともっとお話しできること楽しみにしています！

魅力発掘発信担当
佐々木　楓倫隊員

☎ 42-2111（内線 2322）
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交番だより
問 金ケ崎交番

（☎ 44-5227）
永岡駐在所

（☎ 44-3310）
おたふくかぜ予防接種費用の助成についておたふくかぜ予防接種費用の助成について

町は、任意接種である幼児のおたふくかぜ予防接種費用の一部を助成しています。
■対象者　　町内に住所を有し、令和８年４月１日 ( 水 ) 以降に医療機関で接種を受けた
　　　　　　満 1 歳以上 5 歳未満（接種時年齢）の幼児の保護者　
■助成額　　上限 3,000 円（１人１回のみ）
■申請期限　令和９年３月 31 日㈬
■申請方法　医療機関で接種料金を全額支払い、子育て支援課で助成申請手続きをしてください。
■申請に必要なもの
　①金ケ崎町おたふくかぜ予防接種費用助成申請書兼請求書
　（子育て支援課窓口または町ホームページからダウンロード）
　②領収書　③印鑑　④口座番号が確認できるもの　⑤予防接種済証または母子健康手帳

◀詳細はこちらの
町ホームページを
ご覧ください。

一般企画展
「節約術」
～豊かな生活と安心感を手に入れるために～
　エネルギー需要が増大する時期が近づき、日常の無駄
を減らすことが何より重要となってきています。食費や
光熱費、生活スタイル等を見直し、豊かな生活と安心感
を手に入れることができる１冊を手に取ってみません
か？５月 30 日㈯より開催します。
　関連図書を 110 冊展示します。ご来館された際には、
一般展示コーナーへどうぞお立ち寄りください。

　悪質業者は、あの手この手であなたを狙っています。「おかしいな。」と思ったら、一人で悩まず、
すぐに警察へ！
▼「元本保証」、「絶対にもうかる」、「簡単に稼げる」などうまい話をして投資をもちかける『利殖 ( り
しょく ) 勧誘 ( かんゆう ) 商法』
▼家屋の点検名目で不意に訪問し、「すぐに修理が必要」、「保険を使って実質無料で修理できる」な
どと言って、必要のない工事契約をさせる『点検商法』
▼注文していない商品を突然一方的に送り付け、高額な代金を請求する『送り付け商法』
▼突然訪問し、貴金属などを安価で買い取る『訪問購入』
です。家も車も自転車も鍵かけを習慣にしましょう。　

詐欺被害等の未然防止対策の推進
『悪質業者は、う・そ・つ・き！』

被害に遭わないためのキーワード

う
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うまい話を信用しない！

そうだんする！

つられて返事をしない！
すぐに契約しない！
きっぱり！はっきり！断る！

悪質業者は、「う・そ・つ・き」

▲アイスブレイクの様子

▲ Kakera　3 号


